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。
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／
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精
神
保
健
相
談
（
心
の
健
康

相
談
）
の
実
施
に
つ
い
て

　

八
雲
保
健
所
で
は
、
精
神
保

健
及
び
同
障
が
い
者
福
祉
に
関

す
る
相
談
を
実
施
し
ま
す
。

（
予
約
制
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檜
山
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手
続
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定
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給
付
ま
で
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本
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申
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出
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ハ
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ワ
ー
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八
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付
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で
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ま
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の
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だ
さ
い
。
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館
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檜

山
職
業
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談
室
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の
８
月
の
職
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派
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日
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と
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で
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成
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方
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。
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函
館
裁
判
所
出
張
手
続

案
内
の
開
催
に
つ
い
て

　

函
館
裁
判
所
か
ら
職
員
が
出

張
し
住
民
の
皆
様
を
対
象
と
し

た
出
張
手
続
案
内
を
行
い
ま

す
。（
予
約
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８
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時
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12

に
函
館
地
方
裁
判
所
事
務
局
総

務
課
長
ま
で
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話
で
お
申
込
み
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だ
さ
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。
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3
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3
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無
料
調
停
相
談
の　
　

　
　
　
　
　

お
知
ら
せ

　

江
差
調
停
協
会
に
よ
る
無
料

調
停
相
談
が
行
な
わ
れ
ま
す
。

●
場
所
／
江
差
町
文
化
会
館

●
日
時
／
９
月
8
日
昌

　
　
　

午
前　

時
〜
午
後
３
時

１０

●
相
談
内
容
／
金
銭
・
土
地
建

物
・
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ラ
金
・
交
通
事
故
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婚
等
家
庭
内
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族
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紛
争
等
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密
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ら
れ
ま
す
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「
北
方
領
土
返
還
要
求
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動
強
調
月
間
」
に
つ
い
て

　

８
月
は
「
北
方
領
土
返
還
要

求
運
動
強
調
月
間
」
で
す
。
わ

が
国
固
有
の
領
土
で
あ
る
択
捉

島
、
国
後
島
、
色
丹
島
及
び
歯

舞
群
島
の
北
方
四
島
の
早
期
返

還
の
実
現
の
た
め
、
各
種
啓
発

活
動
や
署
名
運
動
な
ど
様
々
な

活
動
を
行
い
ま
す
。
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務
課
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係
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7
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1
1

事
業
主
の
皆
さ
ま
へ　
　
       

8
月　

日
は
「
個
人
事
業
税
」

３１

の
第
１
期
分
の
納
期
限
で
す

　

個
人
事
業
税
は
、
個
人
で
事

業
を
営
む
方
に
課
税
さ
れ
る
道

税
で
す
。
忘
れ
ず
に
納
期
内
に

納
め
ま
し
ょ
う
。

　

納
税
に
は
便
利
な
口
座
振
替

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
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局
税
務
課
納
税
係

　

殺
0
1
3
９
・
５
２
・
６
４
７
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善
意
に
感
謝
し
ま
す　
　
  　
 

●
社
会
福
祉
基
金
へ

金
一
封

・
斉
藤
ス
ミ　

様
（
北
檜
山
区
）

サマージャンボ宝くサマージャンボ宝くじじの賞金は、

       １等・前後賞合わせて３億円３億円概

発売期間は
　7月30日(金)まで概

この宝くじの収益金は
市町村の明るく住みよいまちづくりに
使われます。
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戸籍の窓口
（６月１日〜６月30日届出）

　この欄に掲載をしている方は、本人または
ご家族の了解を得ています。

お誕生おめでとう 　　　　

○小山　 梨乃 ちゃん　（隆幸）兜　野
り の

○竹浪　　 瞭 くん    （ 潤 ）西大里
あきら

ご結婚おめでとう　　 　　

　斉藤　勇也 さん　　　若　松

　立花　　悠 さん　　　豊　岡

　栗本　貴康 さん　　　本町6区

　日置　　円 さん　　　本町8区

おくやみ申し上げます 　　

○平田　　節 さん　（76歳）若　松

○酒井　幸作 さん　（98歳）若　松

○髙瀬　良吉 さん　（72歳）北檜山

○武藤　ヨツ さん（100歳）丹　羽

○坂井　八郎 さん　（91歳）　 栄

○斉藤　忠光 さん　（81歳）北檜山

○竹村　正男 さん　（90歳）豊　岡

○川 　香子 さん　（55歳）本町4区

○計良　キヨ さん　（82歳）宮　野

○佐藤　幸雄 さん　（87歳）上　浦

○小黒スノブ さん　（92歳）宮　野

人口と世帯

６月末現在（前月比）

（－17）9,８６５人人 口

（－  7）4,666人男

（－10）5,199人女

（－  6）4,616世帯世 帯
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個人町・道民税２個人町・道民税２期期
国民健康保険税２国民健康保険税２期期

納期限は
８月31日(火)です。
忘れずに納めましょう

忘れないで納期限

灼

灼

年金係からのお知らせ 　　　　                      　　

■問い合わせ先／函館年金事務所 殺 ０１３８-５６-１１６5
・本庁町民児童課戸籍年金係 [担当/河野] 殺 0137-84-5111（内線１１３7）
・瀬棚総合支所地域町民課戸籍年金係 [担当/西田] 殺 0137-87-3311（内線3000）
・大成総合支所地域町民課戸籍年金係 [担当/萩原] 殺 01398-4-5511（内線２１1８）

こんなときは国民年金の手続き（種別変更）が
必要です！
　日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の全ての人は、国民年金
に加入することになっています。加入の種類（種別）は、次のとお
りです。
　

　本人や配偶者の就職・転職、結婚などで国民年金の加入の種別が変
わることがあり、下表のように種別変更等の手続きが必要となる場
合があります。手続きをされなかった場合、病気やケガで障害が
残った時や、死亡した場合の障害年金・遺族年金を受け取ることがで
きなくなる場合もありますので、必ず手続きしてください。

　

＊＊＊函館年金事務所による年金相談（完全予約制）＊＊＊

◇ 日時：8月4日（水）午前10時30分から午後4時

◇ 会場：せたな町役場

手続き方法被保険者の種別こんなときは

市区町村の窓口未加入→第１号
厚生年金等に加入していない方が20歳に
なったとき

配偶者の勤務先未加入→第３号
第2号被保険者に扶養されている配偶者が20

歳になったとき

配偶者の勤務先第１号→第３号
配偶者が就職して第2号被保険者になり、その第2
号被保険者に扶養されるようになったとき

市区町村の窓口第２号→第１号
第2号被保険者が60歳になる前に、会社な
どを退職したとき

配偶者の勤務先第２号→第３号
第2号被保険者である方が会社などを退職し、第2号被
保険者である配偶者に扶養されるようになったとき

市区町村の窓口第３号→第１号

第2号被保険者（配偶者）に扶養されてい
た方で、その配偶者が退職したとき

年金受給資格がある第2号被保険者（配偶者）が65歳に
なり、その配偶者に扶養されていた方が60歳未満のとき

パート収入が130万円を超えた時など、配偶
者の扶養から外れるようになったとき

自営業や学生など第１号被保険者
厚生年金や共済組合の加入者第２号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者（収入が一定額を超えない方）第３号被保険者
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平成22年8月1日から父子家庭のみなさまにも

児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手児童扶養手当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当が支給されます概
（8月〜11月分の手当は12月支給となります。）

　ひとり親家庭に対する自立を支援するため、平成２２年８月１日

から父子家庭の父にも児童扶養手当が支給されます。

　児童扶養手当を受給するためには申請（認定請求）が必要です

ので、11月30日まで忘れずに手続きをしてください。（１１月30日

を過ぎると、申請の翌月からの支給になります）

　＊所得制限があり支給されない場合があります。

■問い合わせ・申請先

　せたな町役場　町民児童課児童福祉係　撮0137-84-5111

　瀬棚総合支所　地域町民課福祉係　　　撮0137-87-3311

　大成総合支所　地域町民課戸籍年金係　撮01398-4-5511

興お願い興
　「子ども手当の現況届」をまだ提出されていない方はお早めに「子ども手当の現況届」をまだ提出されていない方はお早めに提提

出してください出してください鎧鎧


